
令和５年度第１回蓮田市図書館協議会会議録 

開催日時 令和５年９月２７日（水）午後２時００分～午後３時１５分 

開催場所 蓮田市図書館 視聴覚ホール 

委員の 

出席状況 

氏 名 出欠 氏 名 出欠 

香 川 京 子 会長 欠席 坂 口 京 子 会長代理 ○ 

吉 野 祐 子 委員 欠席 中 野 立 士 委員 欠席 

菊 池 義 人 委員 〇 小川原 美枝子 委員 ○ 

事務局 

出席者 

教育長 西山通夫 

生涯学習部 参事兼社会教育課長兼図書館長 横田修子 

社会教育課図書館 事務長 榎本聖 主事 佐藤裕太 

傍聴者 ０人 

会議事項 
 
 
 
 

議題 
(1) 会長及び会長代理の選出 
(2) 令和４年度蓮田市図書館運営報告について 
(3) 令和５年度図書館の主な事業計画について 
(4) 秋の読書週間事業「はすっこフェスティバル」について 
(5) その他 

議事の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

１ 開会 

 

２ 委嘱書の交付及び教育長あいさつ 

  西山教育長 

 

 各委員並びに事務局の自己紹介を行う 

 欠席委員については、事前に委任状を提出している。 

 

３ 議 題 

 (1) 会長及び会長代理の選出 

  委任状より、香川委員が会長の立候補をする。 

委員の互選により、会長に香川委員、会長代理に坂口委員を選出。 

 

  香川会長が欠席のため、坂口会長代理が議事進行をする。 

 

(2) 令和４年度蓮田市図書館運営報告について 

  事務局より、(2)について説明 

 

 説明に対して質問、意見はあるか。 

 （委員より質問が出る） 

 

 今の説明が、(2)と(3)になるのか 

 

 (2)だけになります。 

 

 分かりました。では、(2)について質問します。 

 令和４年度に関して、利用者の方からどのような要望が出ているのか。 

 

 図書館館内の展示に関する要望をいただいております。 

 いただいた要望をもとに展示を行うこともありました。 



 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 市制施行５０周年記念として、本の展示を行っていたところ、利用者さんより市制施

行５０周年に合わせたＣＤ等の展示もしてほしいといった要望がありました。 

そのため、視聴覚エリアにて「市制施行５０周年 あの頃がよみがえる ５０年前を

彩った名曲たち」をタイトルにして展示を行いました。 

 

 続けて質問をしてもよいか。 

 議会で可決されれば、１０月から開館時間が長くなる。 

しかし、土日は営業しているが祝日がお休みなので、祝日の夕方、子どもと一緒に本

を返しに行ったら、返すことはできても借りることができないとよく言われる。 

祝日も開館しているとありがたいという声が結構あったが、図書館にそのような声は

届いていないのか。 

  

 直近というわけではないのですが、以前から開館時間の延長や祝日開館についてもご

意見をいただいたことはあります。 

 

 分かりました。 

 もう一点だけよろしいでしょうか。 

 （同じ委員より再度質問が出る。） 

 

本の購入について、購入する本の内容や決め方、時代の流れに合わせた購入など、い

ろいろとあると思うが、本の購入の比率や購入の決め方はどのようにしているのか。 

 

 大きく分けて、利用者さんからのリクエストで購入する分と、新刊として選んでいく

分の２つがあります。リクエストで図書館に予約が入るものについては、みなさんが

気になっている事柄や、人気な小説などがあり、これらを買う分はもちろんございま

す。 

そのほかに、金融の分野や経済の分野など、さらには図書館として必要な分野の本を

複数の職員で選定を行い、リクエストでは足りない部分を補っております。 

また、週刊新刊全点案内という書籍のカタログが、毎週図書館に届くようになってお

り、それを複数の職員が見て、今あるリクエストの状況や、図書館の所蔵状況、あと

は、流行りの傾向を考えたうえで選定し、予算と相談をしながら本の購入をしており

ます。 

 

ありがとうございます。 

 

次に進んでよいか。 

（委員が頷くなど、同意の意思あり。） 

 

(3) 令和５年度図書館の主な事業計画について 

  事務局より、(3)について説明 

 

説明に対して質問、意見はあるか。 

（委員より質問が出る。） 

 

図書館要覧７ページの事業計画について、令和４年度はコロナの関係で中止になって

しまったものがありましたが、今年度についてはコロナも５類になったので、ここに

書いてある事業は全部行っていくような予定でよいのか。 

 

消毒などはみなさんにご協力をいただきながらになりますが、ここにある計画は実施

していくように考えております。 

 

 



委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

もう一件質問をしてもよいか。 

（同じ委員より再度質問が出る。） 

 

令和４年度に比べて、修繕等を行ったことは分かったが、利用者さんがより快適に利

用するために何か変更した点などはあるか。 

 

金額的に見えない部分ではありますが、全体的な運営の部分に関わってくる範囲で変

更を行っております。昨年度は主に児童書エリアを中心に配架の変更を行いました。

本の見せ方や、表示、企画展示等を工夫し、利用者さんが使いやすい環境づくりを行

いました。 

 

もう一件質問をしてもよいか。 

（同じ委員より再度質問が出る。） 

 

スポンサー制度について、こちらの制度は雑誌に使われるものかと思うが、スポンサ

ーをさらにいれる余地があるのか、今後もっと募集をかけていくのか。その辺につい

てはどのように考えているのか。 

 

雑誌スポンサー制度については、随時募集という形で行っております。スポンサー希

望の団体からお申し出があれば、図書館に所蔵しているどの雑誌を提供していただけ

るかなどを相談して、受け付けを行っております。 

契約は１年間です。 

 

昨年度に比べてスポンサーは増えたのか。減ったのか。 

 

令和４年度に新たに２つの団体が手を挙げてくださり、雑誌の誌面的には、８誌程が

図書館の購入からスポンサーの提供に移りました。 

 

分かりました。 

ありがとうございます。 

 

興味関心になってしまうが質問をしてもよいか。 

（会長代理より質問が出る。） 

 

広域利用の部分について、年間３００人となっていたが、これは広域利用、相互利用

合わせた数字なのか、それとも相互利用のみの数字か。 

 

先ほどの３００人という数字は、上尾市とさいたま市と伊奈町の２市１町の数になり

ますので、相互利用のみの数字となります。 

そのほかに広域利用として、幸手市と白岡市、春日部市、久喜市、宮代町、杉戸町と

協定を結んでおり、こちらに挙げた市町に在住の方は、蓮田市の図書館を利用するこ

とができます。 

また、蓮田市にお住まいの方であれば、今申し上げた市町の図書館を利用することが

できます。 

上尾市、さいたま市、伊奈町とは、今申し上げた広域利用とは別に相互利用の協定を

結んでおり、その協定内に統計のやりとりを行うことが明記されているため、統計結

果が分かるようになっています。他の市町については、統計を行う取り決めがないた

め、集計を行っておりません。 

 

はい。分かりました。 

 ほかに意見、質問はあるか。 

 （委員より質問が出る。） 



委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 図書館協議会の開催日について、最初の連絡時は８月とお聞きしていたが、今回９月

になってしまったのは、何か理由があるのか。また、去年までの議事録を確認すると８

月に開催されているようだが、今後は９月になるのか、また８月開催に戻すのか。 

 

協議会の開催については、第１回がおおよそ８月、９月辺りに開催し、第２回は年度    

末の２月、３月頃になります。協議会の開催日は月の固定をしておらず、図書館や市

役所全体の業務等との兼ね合いによって、若干前後することがあります。 

そのため、協議会開催の日にちについては、また事前に打診させていただければと思

います。 

 

８月に固定はしていないということか。 

 

していないです。 

 

はい。分かりました。ありがとうございました。 

 

次に進んでよいか。 

（委員が頷くなど、同意の意思あり。） 

 

(4) 秋の読書週間事業「はすっこフェスティバル」について 

 事務局より(4)について説明 

 

説明に対して質問、意見はあるか。 

（質問、意見なし） 

 

(5) その他 

  事務局より(5)について説明 

図書館の開館時間延長について、報告。 

  

説明に対して質問、意見はあるか。 

（委員より質問が出る。） 

 

利用する側にとっては凄く良いことだが、働いている方々の勤務時間が増えるとか、

人手を増やすことによって人件費が掛かるといった、図書館を支えて働いている方に

とっての負担は大丈夫なのか。 

 

図書館職員は、市の職員と会計年度任用職員で担っております。例えば、市職員の通

常の勤務時間は８時３０分～１７時１５分ですが、図書館の開館時間のほうが長いた

め、早番や遅番等のローテーションを組み、勤務時間が長くならないようにしており

ます。 

また、図書館職員みんなでうまく回せるような形で運営を行っていけるように、職員

配置を考えながら進めております。 

 

延長について、閉館時間の間際まで利用する方はいるのか。遅い時間に図書館へ来た

ことがないため閉館間際の状況を教えてほしい。 

 

閉館時間まで利用される方はいます。 

閉館時間が１７時の日まではもちろん、１９時までの日も閉館時間までご利用されて

いる方はいますので、需要が全くないものではございません。 

 

大丈夫です。ありがとうございます。 

 



会長代理 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長代理 

 

事務局 

 

 

会長代理 

 

事務局 

 

 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私からすみません。 

（会長代理より質問が出る。） 

 

９月２９日の議会最終日に決定で、１０月１日から開館時間延長を行うことについて、

市民に対する周知の仕方のスケジューリングは何か考えがあるのか。 

 

市民の方への周知につきまして、まずは、図書館のホームページや館内にポスターを

貼ることで周知を行います。その後、９月議会で可決いただいた後に広報で周知とい

う方法を考えております。 

 

ホームページだと、即日で周知が可能だと思うが、議会終了直後に公開予定なのか。 

 

ホームページについては、可決いただけましたら、即時更新ができますので、早く公

開を行えるように準備を進めております。 

 

館内の貼り出しなども案内が完成され次第、すぐに掲示をするのか。 

 

はい。そうです。 

広報などは印刷のタイミングや発行のスケジュールもありますので、後追いになりま

すが、まずは先にできるものから順次周知を行っていきます。 

 

なるべく早くしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 

 

ほかに意見、質問はあるか。 

（質問、意見なし） 

無いようなので、議事を終了する。 

 

４ 閉会 

横田生涯学習部参事兼社会教育課長兼図書館長 

 

 

 

  

   


